
 令和６年度 足利市まちづくり民間活力応援補助金 募集要項  

 

１ 目的 

人口減少・少子高齢化が進む中、地域活性化や持続可能なまちづくりを推進するためには、行

政だけでなく、民間の力も取り入れながら取り組むことが重要です。 

こうした中、地域活性化及び持続可能なまちづくりを行うため、市民・団体等の皆様が、『クラ

ウドファンディングを活用して本市の遊休不動産を再整備（リノベーション）し、管理運用して

いく事業』に対する補助金の対象となる事業の募集を行います。 

 

２ 用語の定義 

(１)クラウドファンディング（以下「ＣＦ」という。） 

クラウド（群衆）とファンディング（資金調達）を組み合わせた造語。インターネットのウェ

ブサイト等を通じて、不特定多数の者から幅広く資金を調達する手法 

(２)ＣＦ購入型 

起案されたプロジェクトに対して支援者が資金を提供し、支援者は「モノ」や「サービス」を

得る仕組みのＣＦ 

(３)ＣＦリターン 

ＣＦによる資金提供者に対する「モノ」や「サービス」 

(４)ＣＦ寄付型 

起案されたプロジェクトに対して支援者がお金を寄付する仕組みのＣＦ。「モノ」や「サービ

ス」は基本的に発生しない。 

(５)ＣＦオールオアナッシング方式 

ＣＦによる資金調達方式のうち、調達額が目標額を達成することでＣＦが成立する方式。 

(６)補助対象経費総額 

事業の実施に要する経費であって、この補助金の対象となる経費の総額。 

(７)自己負担額 

補助対象経費総額のうち事業を実施する者が負担する額。(融資機関から借り入れる借入金の

額を含む。) 

(８)資金調達必要額 

補助対象経費総額から自己負担額を減じた額。 

(９)ＣＦ目標額 

ＣＦによる資金調達の際に設定する目標金額。（資金調達必要額の１/２以上の額） 

(10)重点エリア 

足利市内の以下の地区をいう。 

中央地区：足利学校や鑁阿寺など歴史的・文化的資産が集積し、ＪＲ足利駅及び東武足利市駅

を中心に拡がりをみせてきた地区周辺 

東部地区：あしかがフラワーパークや栗田美術館など観光・レクリエーション資源を有する、

あしかがフラワーパーク駅を中心とする地区周辺 

 

※ 別添地図参照 

  



３ 募集の概要 

(1)募集補助事業 

 

ＣＦによる資金調達を行い、遊休不動産を再整備（リノベーション）する

等により継続的に管理運用していく事業であって、地域活性化及び持続可

能なまちづくりに資する事業。 

(2)補助対象区域 別添地図に示す重点エリア 

(3)補助対象物件 重点エリアに存在する遊休不動産 

(4)補助対象者 ○満 18 歳以上の個人 

○市内に活動拠点を持つ法人又は団体 

○市外に活動拠点を持つ 18 歳以上の構成員 5 人以上で組織された法人又

は団体等 

(5)補助対象経費 ○施設の新設、改修、保全等の施設整備費 

○施設整備に伴う備品購入費、設計費及び管理費 

○ＣＦに要する手数料又は委託料 など 

(6)補助の要件 〇遊休不動産を利活用する事業で、ＣＦにより資金調達必要額の 2 分の 1

以上を調達し、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの。 

・まちなみの保全・景観形成に資する事業 

・まちのにぎわい・コミュニティを創出する事業 

・地域の課題解決や活性化に寄与する事業 

・その他、まちの魅力向上に資する事業 

〇この補助金に関する工事等が、令和７年３月２１日（金）までに完了す

るもの。 

〇市税の滞納がないこと 

(7)補助金額 最大５００万円（次のいずれか少ない額を限度とします。） 

○500 万円 

○資金調達必要額からＣＦ目標額を減じた額 

○補助対象経費総額からＣＦにより調達した資金の額を減じた額 

(8)ＣＦ種別等 ○ＣＦの種別は「購入型」「寄付型」が対象となります。 

○ＣＦによる資金調達方式は「オールオアナッシング方式」とします。 

(9)注意事項 ○提案にあたっては、本要項とは別に定める「足利市まちづくり民間活力

応援補助金交付要綱」を熟知のうえ、申請を行ってください。 



○補助対象物件の所有形態について、自己所有、賃借は問いません。 

○この補助金の応募に要する経費は応募者の負担となります。 

○以下の場合は、対象外となります。 

・事業の内容が政治、宗教に関係するもの。 

・対象物件について、同一年度に他の補助金等を受ける場合。 

・補助対象者が足利市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員又は、

暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する場合。 

 

４ 申請方法 

(1)事前相談 申請前に、必ず次の相談窓口までご相談ください。また、相談にお越し

になる際には、事前に相談窓口にご連絡ください。 

(2)相談窓口 

（申請書等提出先） 

足利市総合政策部地域創生課移住定住担当（足利市役所４階） 

〒326-8601 足利市本城３丁目 2145  

電話：0284-20-2261（直通） 

受付時間：平日 8:30-17:15 

(3)相談・提出期間 令和６年４月１９日（金）～令和６年６月２８日（金） 

(4)提出書類 

(申請時) 

○足利市まちづくり民間活力応援補助金事業認定申請書（様式第１号） 

○事業計画書（様式第２号） 

○収支予算書（様式第３号） 

○暴力団関係者でない旨の誓約書（様式第４号） 

○団体（法人を除く。）にあっては、構成員名簿（様式第５号） 

○補助対象経費となる工事等の見積書 

○現況写真 

○借家にあっては、所有者の同意書等 

○その他市長が必要と認める書類 

(5)提出部数 

 

２部（正本１部、副本１部） 

※提出書類の返却はいたしません。 

(6)その他 申請書等提出後の辞退は、その旨、書面で提出してください。 

 

 

 



５ 審査 

補助事業の認定は、提出書類に基づき、足利市が設置する事業認定委員会の審査を経て決定し

ます。審査は以下の評価の視点によって行われます。 

なお、審査においてヒアリングが必要と判断された場合は、申請者の出席をお願いします。ま 

た、必要に応じて現地調査を行う場合があります。 

  

 《評価の視点》 

必要性 ○まちづくりの推進に貢献するか。 

○住民（地域）のニーズに沿っているか。 

○十分な実施見込みがあるか。 

公益性 ○市民、来訪者の利益につながるか。 

○地域の活性化や魅力づくりに寄与するか。 

発展性 ○他の市民、団体や地域への波及効果が期待できるか。 

○他の市民、団体との連携を図るきっかけづくりとなるか。 

地域性 ○地域の特性や歴史的資産を生かすための観点や工夫が見られるか。 

○地域の事情に相応しいか。 

○建造物の価値を生かしているか。 

先導性 

 

○チャレンジ性や独創性が見られるか。 

○モデルケースとなり得るか。 

継続性 ○継続的な運用が可能であるか。 

 

６ 決定後の流れ 

  補助事業として認定を受けた後、ＣＦにより資金調達を行っていただきます。 

ＣＦの結果が補助の要件を満たした場合は「足利市まちづくり民間活力応援補助金交付要綱」

に基づき補助金を交付します。 

 

(１)資金の調達（ＣＦ） 

足利市まちづくり民間活力応援補助金事業認定結果通知書（様式第６号）到着後、事業資金調

達開始届（様式第８号）を提出のうえ、速やかにＣＦによる資金調達を開始していただきます。 

 

(２)ＣＦの結果報告 

ＣＦによる資金調達終了後、資金調達期間満了届（様式第９号）等を提出していただきます。 

 

  [提出期限] 資金調達終了後速やかに提出 

  [添付書類] ＣＦの結果が確認できる書類 

 

  



《以下、ＣＦ結果が補助要件を満たした場合》 

 

(１)補助金の交付申請 

ＣＦの結果が補助要件を満たしたら、足利市まちづくり民間活力応援補助金交付申請書（様式

第１０号）を提出していただきます。 

 

  [提出期限] 資金調達期間満了届提出後速やかに提出 

  [添付書類] 市税完納証明書 

        事業計画書（様式第２号） 

        収支予算書（様式第３号） 

        その他市長が必要と認める書類 

 

(２)工事の契約、着工 

足利市まちづくり民間活力応援補助金交付決定通知書（様式第 11 号）到着後、工事の契約を

行い、着工することができます。 

 

(３)実績の報告 

工事が完了したら、足利市まちづくり民間活力応援補助金実績報告書（様式第 13 号）を提出

してください。完了の検査を行い、補助金額を確定します。 

また、購入型によりＣＦを実施する場合、実績報告書の提出までにリターンの実行を完了して

ください。 

 

 [提出期限] 工事等の補助事業が完了した日、または令和７年３月２１日のいずれか早い日 

 [添付書類] 実績書（様式第 14号） 

収支決算書（様式第 15号） 

       契約書及び支払いを証する書類の写し 

施設の整備前及び整備後の写真 

       その他市長が必要と認める書類 

 

(４)補助金の請求 

補助金確定の通知を受けたら、足利市まちづくり民間活力応援補助金支払請求書（様式第 17

号）をご提出ください。 

  なお、あらかじめ承認を得て、足利市まちづくり民間活力応援補助金（概算払）支払請求書（様

式第 18 号）を提出することにより、補助事業が完了する前であっても、補助金の全部または一

部を請求することができます。 

 

７ 留意事項 

(１)提出書類の差し替えまたは再提出は、原則、認められません。 

(２)申請に要した費用は、すべて申請者の負担となります。 

(３)本補助金事業に申請のあった事業の内容及び結果等については、市においてホームページやパ

ンフレット等で公表できるものとします。 

(４)補助の対象となった建物・事業の状況及び効果等について、資料の提出又は報告を求めること

があります。 

(５)本補助金事業は予算の範囲内で実施するため、募集の期間内であっても、募集を打ち切る場合

があります。  



《足利市まちづくり民間活力応援補助金 手続きフロー》 

 

 【まちづくり事業者（申請者）】       【足利市】              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 団体（法人を除く。）のみ提出。 

※２ ＣＦ調達額が資金調達必要額の２分の１以上かつ補助対象経費総額未満の場合は補助対象

のため、第９号様式・第 10 号様式を提出。２分の１未満又は補助対象経費総額以上の場合は

補助対象とならないため、第９号様式のみを提出。 

※３ あらかじめ承認を得て、補助金（概算払）支払請求書（様式第 18 号）を提出することによ

り、補助事業が完了する前であっても、補助金の全部または一部を請求可能。 

まちづくり事業者 募集 

《事業認定申請》 

・事業認定申請書（様式第１号） 

・事業計画書（様式第２号） 

・収支予算書（様式第３号） 

・暴力団関係者でない旨の誓約書 

（様式第４号） 

・構成員名簿（様式第５号）※１など 

申 請 書 類 受 理 

《事 業 認 定》 

事業認定結果通知書 

《Ｃ Ｆ 開 始》 

・事業資金調達開始届（様式第８号） 

《Ｃ Ｆ 終 了》※２ 

・資金調達期間満了届（第９号様式） 

・補助金交付申請書（第 10 号様式） 

《交 付 決 定》 

補助金交付決定通知書 

《工 事 等 開 始》 

工事等の契約、着工 

《工 事 等 完 了》 

・実績報告書（様式第 13 号） 

・実績書（様式第 14 号） 

・収支決算書（様式第 15 号） 

《交付額確定》 

交付額確定通知書 

《交 付 申 請》※３ 

・補助金支払請求書（様式第 17 号） 

補助金支払い 

認定委員会による審査 



 

 

 

あしかがフラワーパーク 

栗田美術館 

重点エリア 

 JR：足利駅・東武：足利市駅を中心とする古くからの中心市街地であり、

足利学校や鑁阿寺などの歴史・文化資産が集積する「中央地区周辺」及びあ

しかがフラワーパーク・栗田美術館など観光・レクリエーション資源を有

する、新たな玄関口となるあしかがフラワーパーク駅を中心とした「東部

地区周辺」を対象区域とします。 


